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令和８年３月定例会 

 

提案説明（２月２４日提出分・当初予算） 

 

令和８年２月２４日提出、令和８年度当初予算案につきまして、提

出議案に沿った形で説明します。 

 

２月２４日付で市ホームページに掲載しています令和８年３月定

例会関連資料、「提案説明資料」により説明します。 

 

１ページ目「市議案第８号 令和８年度豊中市一般会計予算」です。 

第１条 歳入歳出予算については、 

予算の総額を歳入歳出それぞれ２千６９億４千６７１万９千円と

定めるものです。 

 

第２条 債務負担行為、第３条 地方債については、後ほど第２表

及び第３表を用いて説明します。 

 

第４条 一時借入金は、借入れの最高額を２５０億円と定めるも

のです。 

 

２ページ目、第１表 歳入歳出予算です。 

内容については、７ページ目、歳入歳出目別一覧で説明します。 

 

歳入歳出目別一覧表は、各会計の歳入歳出を、款・項・目の順番で

令和８年度当初予算額・令和７年度当初予算額を比較した表であり、

左に、各会計・歳入・歳出ごとに、通しの行番号を記載しています。

この通しの行番号 何行目という呼び方で説明します。 

  

まず歳入です。 

８ページ１行目の市税の予算額は、７８０億７千１９１万５千円、 

前年度当初予算比２．７％の増を見込んでいます。 

個別の税目で説明しますと、２行目の市民税については、 
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３行目 個人市民税が １６億２千９０４万１千円の増で、 

所得の伸び等を見込んだものです。 

４行目 法人市民税が ６８１万７千円の増、 

市民税全体で前年度比４．２％、 

１６億３千５８５万８千円の増を見込んでいます。 

 

次に、９ページ、１９行目の地方譲与税は、 

予算額２１億６千６００万円、前年度比１．５％の増、 

主に２０行目の自動車重量譲与税の増を見込んでいます。 

 

次に、２８行目からの各種交付金については、それぞれ令和７年度

の決算見込みや国の地方財政計画などをふまえ、予算額を見込んで

います。 

 

 次に、１０ページ、３１行目の配当割交付金は、 

予算額１６億円で、前年度比７５．８％の増を見込んでいます。 

 

次に、１０ページ、３４行目の株式等譲渡所得割交付金は、 

予算額１４億円で、前年度比２７．３％の増を見込んでいます。 

 

４０行目の地方消費税交付金は、予算額１２２億円で、前年度比１

４．０％の増を見込んでいます。 

 

次に、１１ページ、４６行目の地方特例交付金は、 

予算額５億４千８００万円、前年度比７６．８％の増で、自動車税、

軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う税収減を補填する地方特例交

付金の増によるものです。 

 

５１行目の地方交付税は、 

予算額１５３億４千４００万円で、その内訳は、 

普通交付税が１４５億９千４００万円、特別交付税が７億５千万円

です。 
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普通交付税は、給与改定や令和８年度に限り創設される算定費目「臨

時財政対策債償還基金費（仮称）」による基準財政需要額の増加を見

込み、地方交付税総額は前年度比９．６％の増を見込んでいます。 

 

次に、１２ページ、５７行目の分担金及び負担金は、 

予算額１４億６千４０５万５千円、前年度比２３．３％の減で、 

主に、服部天神駅周辺地区整備に伴う公共施設管理者負担金の減に

よるものです。 

 

次に、６４行目の使用料及び手数料は、 

予算額２１億９千１２４万８千円、前年度比１．５％の減で 

主に、総務使用料のうち体育施設使用料の減によるものです。 

 

次に、１３ページ、８１行目の国庫支出金は、 

予算額５１６億１千６３３万７千円、前年度比０．８％の増です。 

 

うち、８２行目の国庫負担金は、 

予算額４３８億６千９０２万９千円、前年度比４．８％の増で、 

主に、障害福祉サービス利用の増に伴う支給額の増や、私立認定こど

も園等への給付費の増によるものです。 

 

次に、８７行目の国庫補助金は、予算額７６億５千５０９万４千円、 

前年度比１５．９％の減で、 

主に、定額減税補足給付金給付事業費の減や、標準準拠システム移行

経費に係る補助金の減によるものです。 

 

１４ページ、１０３行目の府支出金は、 

予算額１８２億５千７０万１千円、前年度比２０．７％の増、 

うち１０４行目の府負担金は、予算額１２５億６千３５６万５千円、 

前年度比１２．２％の増で、 

国庫負担金と同様に、主に障害福祉サービス利用の増に伴う支給額

の増や、私立認定こども園等への給付費の増によるものです。 
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次に、１５ページ、１０９行目の府補助金は、 

予算額４９億２千５０１万２千円、前年度比６５．４％の増で、 

主に、学校給食費に係る給食費負担軽減交付金の増によるものです。 

 

次に、１１９行目の府委託金は、 

予算額７億６千２１２万４千円、前年度比１９．７％の減で、 

主に、国勢調査に係る府委託金の減によるものです。 

 

次に、１６ページ、１２５行目の財産収入は、 

予算額５億５千９６９万１千円、前年度比８．４％の増で、主に、財

政調整基金積立金利子収入の増によるものです。 

 

次に、１３２行目の寄附金は、 

予算額１０億６千４２８万１千円、前年度比８５．８％の増で、主に、

ふるさと納税や企業版ふるさと納税等による寄付額の増を見込んで

います。 

 

次に、１７ページ、１４１行目の繰入金は、 

予算額９０億５千１３５万４千円、前年度比６．８％の減で、主に、 

公共用地先行取得事業特別会計からの繰入金の減によるものです。 

 

次に、１８ページ、１６２行目の諸収入は、 

予算額２６億４千７８３万６千円、前年度比２６．８％の減です。 

 

１９ページ、１８３行目の市債は、予算額７０億２千８３０万円、

前年度比５４．７％の減で、主に庄内よつば学園整備事業や小学校及

び中学校における屋内運動場空調設備設置事業による教育債の減で

す。 

 

以上、２０ページ、１９１行目、一般会計の歳入合計は、 

予算額２千６９億４千６７１万９千円、前年度比０．３％の減です。 
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次に、歳出です。 

２２ページ、１行目の議会費は、予算額６億７千１３７万２千円、 

前年度比６．８％の減です。 

 

次に、４行目の総務費は、予算額１９６億５千４１１万４千円、 

前年度比３．０％の増です。 

 

そのうち５行目の総務管理費は、 

予算額１６４億３千５６４万円、前年度比３．０％の増で、 

６行目、定年延長に伴う退職手当の支給額の増等による一般管理費

の増が主な理由です。 

  

次に、２４ページ、４２行目の徴税費は、 

予算額１７億９千９１９万４千円、前年度比１７．６％の増で、 

主に納税通知書の電子化対応等に係るシステム開発費用の増による

ものです。 

 

次に、２５ページ、４８行目の選挙費は、 

予算額３億４千４６９万円１千円、前年度比、２４．６％の増で 

市長及び市議会議員補欠選挙にかかるものです。 

 

 次に、５６行目の統計調査費は、 

予算額６千５５６万１千円、前年度比、８０．０％の減で 

前年度に国勢調査があったことによるものです。 

 

次に、６１行目の民生費は、 

予算額１千１５３億９千９０万３千円、前年度比６．７％の増です。 

 

うち、６２行目の社会福祉費は、 

予算額２５９億８千８０３万３千円、前年度比１９．１％の増で、 

主に、２６ページ、６５行目 障害者福祉費の増によるもので、障害
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福祉サービス利用の増に伴う支給額の増が主な要因です。 

 

次に、７８行目の児童福祉費は、 

予算額５１２億６０９万７千円、前年度比３．８％の増で、 

主に、２７ページ、８７行目 私立認定こども園等費の増によるもの

で、私立認定こども園等への給付費の増が主な要因です。 

 

次に、９３行目の生活保護費は、 

予算額２０６億７千４９７万２千円、前年度比５．７％の増です。 

 

次に、２８ページ、１０１行目の国民健康保険事業費は、 

予算額３４億２千７９５万６千円、前年度比１２．０％の減で、 

国民健康保険事業特別会計繰出金の減少によるものです。 

 

 次に、１０３行目の介護保険事業費は、 

予算額７２億２５３万３千円、前年度比４．７％の増、 

１０５行目の後期高齢者医療事業費は、 

予算額６８億２９７万１千円、前年度比３．３％の増で、 

ともに高齢化に伴う繰出金の増加によるによるものです。 

 

次に、２９ページ、１０８行目の衛生費は、 

予算額１４３億９千７３７万４千円、前年度比３．４％の増です。 

 

 うち、１０９行目の保健衛生費は 

予算額９２億５千８０２万３千円、前年度比４．７％の増で、 

主に、病院事業会計への繰出金の増加によるものです。 

 

次に、３０ページ、１２７行目の清掃費は、 

予算額５１億３千９３５万１千円、前年度比１．０％の増で、 

主に、人件費の増によるものです。 

 

次に、１３４行目の労働費は、 
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予算額２億７千４８４万７千円、前年度比４．３％の減で、 

主に、１３７行目の雇用対策費が減少したことによるものです。 

 

次に、１３８行目の農林水産業費は、予算額６千２６４万４千円、 

前年度比１．７％の減です。 

 

次に、３１ページ、１４２行目の商工費は、 

予算額７億１千８４５万２千円、前年度比３４．９％の増で、 

主に、１４５行目の商工業振興費の増によるものです。 

 

次に、１４９行目の土木費は、 

予算額１４１億３千８５９万円、前年度比３．７％の減です。 

 

内訳について、１５０行目の土木管理費は、 

予算額２億６千４１２万９千円、前年度比６３．８％の減で、主に、

公共用地先行取得事業特別会計への繰出金の減によるものです。 

 

３２ページ、１５６行目の道路橋梁費は、 

予算額４９億７千５８６万７千円、前年度比２２．６％の増で、 

１６２行目の交通安全施設整備費、道路照明 LED更新事業が主な理

由です。 

 

次に、１６６行目の下水道費は、 

予算額３３億２千５０４万５千円、前年度比５．５％の増で、 

公共下水道事業会計への繰出金の増によるものです。 

 

１６８行目の都市計画費は、予算額２７億７千６８３万１千円、 

前年度比３３．０％の減で、主に、３３ページ、１７３行目、都市再

開発事業費、服部天神駅周辺地区整備の減や１７４行目、街路事業費、

服部天神駅前広場整備事業の減によるものです。 

 

次に、１７７行目の住宅費は、予算額１８億５千２７０万７千円、 
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前年度比１５．５％の増で、主に、１８０行目、住宅整備費、市営西

谷住宅整備事業の増によるものです。 

 

次に、１８１行目の消防費は、予算額５５億３千７９０万３千円、 

前年度比１１．２％の減で、主に、１８７行目の消防施設整備費の減

によるものです。 

 

次に、３４ページ、１９１行目の教育費は、 

予算額２４３億７千４３８万２千円、前年度比２６．１％の減です。 

 

うち１９２行目の教育総務費は、 

予算額４３億５千３９７万６千円、前年度比５７．０％の減で、 

２０１行目の小中一貫校整備費、庄内よつば学園整備事業の減が主

な理由です。 

 

２０２行目の小学校費は、予算額１０４億９千５８１万９千円、 

前年度比１５．７％の減で、 

主に、３４ページ、２０３行目の小学校管理費、学習者用タブレット

端末の更新に係る経費の増の一方で、３５ページ、２０７行目の小学

校施設整備費、小学校の屋内運動場への空調設備の整備費の減によ

るものです。 

 

２０９行目の中学校費は、予算額５３億３千９１５万２千円、 

前年度比１６．８％の減で、 

主に、２１０行目の中学校管理費、学習者用タブレット端末の更新に

係る経費の増の一方で、２１４行目の中学校施設整備費、中学校の屋

内運動場への空調設備の整備費の減によるものです。 

 

次に、２１５行目の社会教育費は、 

予算額４１億８千５４３万５千円、前年度比５．２％の増で、 

主に、２１６行目の社会教育総務費、放課後こどもクラブの運営委託

に係る経費や２１８行目の社会教育関係施設包括管理費、包括施設
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管理に係る経費などの増によるものです。 

 

次に、３６ページ、２２６行目の公債費は、 

予算額１０７億６千７２０万１千円、前年度比８．５％の増です。 

 

２３０行目の諸支出金は、予算額９億８９３万７千円、 

前年度比０．４％の増で、主に、２３３行目、減債基金積立金利子積

立の増です。 

 

次に、２３５行目の予備費は、予算額５千万円、 

前年度と同額を計上しています。 

 

以上、歳出合計は、先ほどの歳入合計と同額です。 

 

３８ページ目、第２表 債務負担行為です。 

１段目、豊中市私立高等学校入学支度金貸付に対する損失補償以下、

３９ページにかけ、期間と限度額をそれぞれ定めています。 

  

４０ページ目、第３表 地方債です。 

起債を行う事業等の起債限度額および償還の方法等について定める

ものです。 

 

５段目の一般管理事業、６段目の賦課徴収事業、７段目の水道事業、

８段目の下水道事業、９段目の人権平和センター事業、１２段目の公

立こども園事業、４１ページ、１段目の住宅管理事業、８段目の会計

管理事業、１１段目の小学校管理事業、１３段目の中学校管理事業以

外は、すべて建設事業に係る起債です。 

  

一般会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

４３ページ目、 
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「市議案第９号 令和８年度豊中市国民健康保険事業特別会計予算」 

です。 

第１条 歳入歳出予算については、 

予算の総額を歳入歳出それぞれ３６９億８千６８万６千円と定める

ものです。 

 

第２条 一時借入金は、借入れの最高額を２０億円と定めるもの

です。 

 

予算の内訳について説明します。 

 

４７ページ目、歳入です。 

１行目の国民健康保険料は、予算額７６億２千３２９万円、 

前年度比２．０％の減で、主に、被保険者数の減によるものです。 

 

次に、１０行目の府支出金は、予算額２５８億８千９７１万４千円、 

前年度比０．５％の増、 

 

４８ページ、１４行目の繰入金は、予算額３４億２千７９５万６千

円、前年度比１２．０％の減、 

 

以上、４９ページ、歳入合計は、予算額３６９億８千６８万６千円、 

前年度比１．３％の減です。 

 

５１ページ目、歳出です。 

１行目の総務費は、予算額８億６千３３０万８千円、 

前年度比１１．１％の減で、主に一般管理費、標準準拠システムへ移

行したことに伴うシステム開発費用が減少したものです。 

 

５３ページ、２９行目の国民健康保険事業費納付金は、 

予算額１０４億９千６６４万９千円、前年度比５．２％の減で、 

主に医療給付費分の減によるものです。 
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以上、５４ページ目、歳出合計は歳入合計と同額です。 

 

国民健康保険事業特別会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

５５ページ 

「市議案第１０号 令和８年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計

予算」です。 

 

第１条 歳入歳出予算については、 

予算の総額を歳入歳出それぞれ９８億７千１６５万８千円と定める

ものです。 

 

予算の内訳について説明します。 

 

５８ページ、歳入です。 

１行目の後期高齢者医療保険料は、 

予算額７８億２千３４６万１千円、前年度比１３．１％の増で、 

主に、診療報酬改定に伴う保険給付費の増によるものです。 

 

次に、８行目の繰入金は、予算額１７億４６４万７千円、 

前年度比１２．６％の増です。 

  

以上、５９ページ、歳入合計は、 

予算額９８億７千１６５万８千円、前年度比１２．７％の増です。 

 

６１ページ、歳出です。 

６行目の後期高齢者医療広域連合納付金は、 

予算額９６億８千４２３万９千円、前年度比１３．０％の増で、 

歳入の保険料収入と一般会計からの保険基盤安定繰入金等を合算し

て広域連合に納付するものです。 
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以上、歳出合計は歳入合計と同額です。 

 

後期高齢者医療事業特別会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

６３ページ 

「市議案第１１号 令和８年度豊中市介護保険事業特別会計予算」 

です。 

 

第１条 歳入歳出予算については、 

予算の総額を歳入歳出それぞれ４６６億１千６１６万１千円 

と定めるものです。 

 

予算の内訳について説明します。 

 

６７ページ、歳入です。 

１行目の保険料は、予算額９０億５千３５９万７千円、 

前年度比５．６％の増で、主に、高齢化に伴う介護サービス利用の増

及び報酬改定に伴うサービス費の増によるものです。 

 

次に、７行目の国庫支出金は、 

予算額１１４億４千１２万６千円、前年度比６．８％の増です。 

 

次に、６９ページ、３０行目の繰入金は、 

予算額７７億７千７０１万３千円、前年度比４．６％の増です。 

 

以上、７０ページ目、歳入合計は、 

予算額４６６億１千６１６万１千円、前年度比６．０％の増です。 

 

７３ページ、歳出です。  

１１行目の保険給付費は、予算額４３６億７千４７５万２千円、 
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前年度比５．９％の増で、主に、高齢化に伴う介護サービス利用の増

によるものです。 

 

以上、７７ページ、歳出合計は歳入合計と同額です。 

 

 

介護保険事業特別会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

７８ページ 

「市議案第１２号  

令和８年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算」です。 

 

第１条 歳入歳出予算については、 

予算の総額を歳入歳出それぞれ５千５８万３千円と定めるものです。 

 

予算の内訳について説明します。 

 

８１ページ、歳入です。 

９行目の母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入は、 

予算額３千１４１万８千円、前年度と同額を計上しています。 

 

以上、歳入合計は、 

予算額５千５８万３千円、前年度比４５．０％の減です。 

 

８４ページ目、歳出です。 

１行目の母子父子寡婦福祉資金貸付事業費は、 

予算額２千４９２万９千円で、前年比０．５％の減です。 

 

次に、５行目の公債費は、予算額１千７６０万４千円、 

前年度比６１．７％の減で、剰余金の一部を国に返還するものです。 
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以上、歳出合計は歳入合計と同額です。 

 

 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

８６ページ 

「市議案第１３号 

令和８年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算」です。 

 

第１条 歳入歳出予算については、 

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７千８６４万７千円と定めるも

のです。 

 

第２条 地方債については、後ほど第２表を用いて説明します。 

 

予算の内訳について説明します。 

 

８９ページ、歳入です。 

１行目の財産収入は、予算額４千１０万１千円、 

前年度比９２．７％の減で、主に、服部天神駅周辺地区整備に係る、

一般会計による買戻しに伴う土地売払収入の減でございます。 

 

４行目の繰入金は、予算額２億５千６４万６千円、 

前年度比７０．３％の減で、主に、服部天神駅周辺地区整備における

起債の償還に係る一般会計からの繰り入れの減によるものです。 

 

次に、９行目の市債は、予算額８千７９０万円、 

前年度比４１．３％の減です。 

 

以上、歳入合計は、予算額３億７千８６４万７千円、 

前年度比７５．４％の減です。 
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９２ページ、歳出です。 

１行目の公共用地先行取得費は、 

予算額９千１０万円、前年度比４４．０％の減で、 

主に、庄内・豊南町地区主要生活道路整備に係る経費の減によるもの

です。 

 

次に、８行目の諸支出金は、予算額６千４７８万５千円、 

前年度比９２．９％の減で、一般会計による買戻しに伴う繰出金及び

減債基金への積み立ての減によるものです。 

 

以上、歳出合計は歳入合計と同額です。 

 

９４ページ、第２表 地方債です。 

公共用地先行取得事業の起債限度額を８千７９０万円に設定する

とともに、償還の方法等について定めるものです。 

 

 公共用地先行取得事業特別会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

９５ページ 

「市議案第１４号 令和８年度豊中市財産区特別会計予算」です。 

 

第１条 歳入歳出予算については、 

予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８千７６９万１千円と定めるも

のです。 

 

予算の内訳について説明します。 

 

９８ページ４行目の財産収入は、予算額４千７２４万６千円、 

前年度比１００．８％の増で、 

主に、財産運用収入における利子収入の増や大字内田財産区の財産

売払収入の増によるものでございます。 
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１０行目の繰入金は、予算額２億３千２５５万４千円、 

前年度比２３．７％の増で、 

主に、工事の増に伴う積立金繰入金の増によるものでございます。 

 

以上、９９ページ、歳入合計は、予算額２億８千７６９万１千円、 

前年度比３０．３％の増です。 

 

１０１ページ、歳出です。 

１行目の財産費は、予算額２億８千７６９万１千円、 

前年度比３０．３％の増で、 

主に、大字内田財産区費において、地区会館改修工事に伴う地方振興

事業費寄附金の増が主な要因となっております。 

 

以上、１０２ページ、歳出合計は歳入合計と同額です。 

 

財産区特別会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

続いて、公営企業会計について説明します。 

 

１０３ページ 

「市議案第１５号 令和８年度豊中市病院事業会計予算」です。 

 

第２条 業務の予定量は、患者数４７万３千６４３人の見込みで

す。 

 

１０４ページ、第５条 企業債については、記載の表のとおり、 

施設改良事業等に充てるための起債の限度額、償還の方法等につい

て定めるものです。 

 

１０５ページ、第６条 一時借入金は、借入れの限度額を２０億円
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と定めるものです。 

 

１０６ページ、収支について説明します。 

 

まず、収益的収入です。 

２行目の病院事業収益は、予算額２５９億６５７万３千円、 

前年度比４．８％の増で、主に、３行目医業収益にかかる４行目入院

収益の増によるものです。 

 

１０７ページ、収益的支出です。 

２行目、病院事業費用は、予算額２５９億３８１万円、 

前年度比６．５％の増で、主に、４行目の給与費及び７行目の減価償

却費の増によるものです。 

 

１０８ページ、資本的収入です。 

２行目の資本的収入は、予算額２８億６千７６３万円、 

前年度比４４．５％の減で、主に、４行目、施設改良事業等に充てる

企業債の減によるものです。 

 

１０９ページ、資本的支出です。 

２行目の資本的支出は、予算額３１億７千５６７万６千円、 

前年度比５６．２％の減で、主に５行目の院用備品購入費の減による

ものです。 

 

 病院事業会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

１１０ページ 

「市議案第１６号 令和８年度豊中市水道事業会計予算」です。 

 

第２条 業務の予定量は、給水戸数１８万２千７６８戸、 

年間総給水量４千１９０万５千７４６立方メートルの見込みです。 
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１１１ページ下段の第５条 債務負担行為は、 

配水管増補改良事業ほかについて、記載のとおり、期間と限度額をそ

れぞれ定めるものです。 

 

第６条 企業債については、１１２ページに記載の表のとおり、 

配水管増補改良事業等に充てるための、起債の限度額、償還の方法等

を定めるものです。 

 

第７条 一時借入金は、借入れの限度額を１０億円と定めるもの

です。 

  

１１４ページ、収支について説明します。 

 

まず、収益的収入です。 

２行目の水道事業収益は、予算額９０億２千３９７万８千円、 

前年度比１．８％の増で、主に５行目の受託工事収益の増によるもの

です。 

 

１１５ページ、収益的支出です。 

２行目の水道事業費用は、予算額８４億７千４０７万２千円、 

前年度比５．６％の増で、７行目の業務費等の増によるものです。 

 

１１６ページ、資本的収入です。 

２行目の資本的収入は、予算額２９億５千５９万６千円、 

前年度比１４．６％の減で、主に、３行目の企業債の減によるもので

す。 

 

１１７ページ、資本的支出です。 

２行目の資本的支出は、予算額４９億７千９４万６千円、 

前年度比１３．８％の減で、４行目の配水管増補改良事業費等の減に

よるものです。 
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水道事業会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

１１８ページ 

「市議案第１７号 令和８年度豊中市公共下水道事業会計予算」で

す。 

 

第２条 業務の予定量は、処理可能区域戸数１８万２千７６２戸、 

年間総処理水量６千７１７万４千６５６立方メートルの見込みです。 

 

１１９ページ下段の第５条 債務負担行為は、 

管渠築造事業のほかについて、記載のとおり、期間と限度額をそれぞ

れ定めるものです。 

 

１２０ページ下段の第６条 企業債については、 

記載の表のとおり、管渠築造事業及び庄内終末処理場建設事業等に

充てる起債の限度額、償還の方法等を定めるものです。 

 

１２１ページの第７条 一時借入金は、借入れの限度額を１０億

円と定めるものです。 

 

１２２ページ、収支について説明します。 

 

まず、収益的収入です。 

２行目の下水道事業収益は、予算額１７１億４千４６５万７千円、 

前年度比０．８％の減で、主に７行目の流域下水道終末処理場建設受

託事業収入の減によるものです。 

 

１２３ページ、収益的支出です。 

 

２行目の下水道事業費用は、予算額１６６億１千１６５万６千円、 
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前年度比０．１％の減で、主に９行目の流域下水道終末処理場建設受

受託事業費の減によるものです。 

 

１２５ページ、資本的収入です。 

２行目の資本的収入は、予算額４５億７千２８７万８千円、 

前年度比１６．１％の増で、主に３行目の企業債の増によるものです。 

 

 

１２６ページ、資本的支出です。 

 

２行目の資本的支出は、予算額７７億６千９６４万７千円、 

前年度比０．４％の増で、主に５行目の庄内終末処理場建設費の増に

よるものです。 

 

公共下水道事業会計は以上です。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

以上、議案に沿って１０の会計の当初予算案の説明となります。 


